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【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年10月７日

【会社名】 株式会社アイモバイル

【英訳名】 i-mobile Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　田中　俊彦

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町22番14号N.E.S.ビルN棟 ２階

【電話番号】 03-5459-5290

【事務連絡者氏名】 取締役　冨重　眞栄

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルN棟 ２階

【電話番号】 03-5459-5290

【事務連絡者氏名】 取締役　冨重　眞栄

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当

（発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

の合計額を合算した金額）                   244,600,000円

（注）１．本募集は、平成27年７月15日開催の当社臨時株主総会

の特別決議及び平成27年７月15日開催の当社取締役会

決議に基づき、ストックオプションとして新株予約権

を発行するものです。

２．行使価額が調整された場合には、発行価額の総額に新

株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を

合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約

権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社

が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約

権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の合計額を合算した金額は減少しま

す。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年９月20日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これ

を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。　

 
２ 【訂正事項】

第一部 証券情報

第１ 募集要項

 １ 新規発行新株予約権証券

(2) 新株予約権の内容等

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券】

(2) 【新株予約権の内容等】

　(訂正前)

新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社の標準となる株
式である。

新株予約権の目的となる株式の数

24,460株
各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は1株
とする。ただし、付与株式数は（注）１．の定めにより調整を受けること
がある。

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に本新株予約権1個の株式数を乗じた金額
とする。
行使価額は、10,000円とし、本新株予約権発行後、（注）２．の定めによ
り調整を受けることがある。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

金244,660,000円

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
新株予約権の行使により株式を発行する場合の１株当たりの発行価格
は、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、各新株予約
権の発行価格を加えた額を付与株式数で除した額とする。 

２．資本組入額
(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ
れを切り上げる。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準
備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める
増加する資本金の額を減じた額とする。

  
以下省略  
  

 

（注）省略
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　(訂正後)

新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社の標準となる株
式である。

新株予約権の目的となる株式の数

24,460株
各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は1株
とする。ただし、付与株式数は（注）１．の定めにより調整を受けること
がある。

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に本新株予約権1個の株式数を乗じた金額
とする。
行使価額は、10,000円とし、本新株予約権発行後、（注）２．の定めによ
り調整を受けることがある。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

金244,600,000円

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
新株予約権の行使により株式を発行する場合の１株当たりの発行価格
は、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、各新株予約
権の発行価格を加えた額を付与株式数で除した額とする。 

２．資本組入額
(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ
れを切り上げる。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準
備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める
増加する資本金の額を減じた額とする。

  
以下省略  
  

 

（注）省略
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